
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
（
二
件
） 

（
環
境
対
策
課
）　
　

一

〇
農
業
振
興
地
域
の
指
定 

（
農
業
振
興
課
）　
　

五

〇
昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部

　

改
正 

（　
　

同　
　

）　
　

九

〇
昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
改

　

正 

（　
　

同　
　

）　
　

九

〇
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
百
六
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
改
正 

（　
　

同　
　

）　
　

九

〇
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部

　

改
正 
（　
　

同　
　

）　
　

九

〇
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請 
（　
　

同　
　

）　
　

九

〇
海
岸
保
全
区
域
の
変
更 

（
水
産
業
基
盤
整
備
課
）　
　

九

〇
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
（
三
件
） 

（　
　

同　
　

）　

一
〇

〇
漁
港
管
理
者
の
長
が
管
理
す
る
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
（
四
件
） 

（　
　

同　
　

）　

一
一

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　

一
二

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

（
防
災
砂
防
課
）　

一
二

〇
昭
和
五
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
八
号
（
県
立
都
市
公
園
の
設
置
）
の
一
部

　

改
正 

（
都
市
計
画
課
）　

一
三

〇
建
築
士
免
許
の
取
消
し 

（
建
築
宅
地
課
）　

一
三

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　

一
四

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
五
十
六
号

　

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
形
質
変
更
時
要
届
出
区

域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

　
　

栗
原
市
鶯
沢
南
郷
荒
町
三
十
七
番
二
の
一
部
と
し
、
次
の
図
の
と
お
り
と
す
る
。 
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二 　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て

い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

　
　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
五
十
七
号

　

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
形
質
変
更
時
要
届
出
区

域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

　
　

栗
原
市
鶯
沢
南
郷
荒
町
三
十
七
番
三
の
一
部
と
し
、
次
の
図
の
と
お
り
と
す
る
。
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二 　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て

い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

　
　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三 　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質

の
種
類

　
　

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
五
十
八
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

崎
市
に
係
る
農
業
振
興
地
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

次
の
平
面
図
の
斜
線
部
分
の
区
域
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松山地域
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〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
五
十
九
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
四
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

八
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

古
川
市
及
び
田
尻
町
に
係
る
農
業
振
興
地
域
を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
四
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八

年
十
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

松
山
町
、
鹿
島
台
町
及
び
岩
出
山
町
に
係
る
農
業
振
興
地
域
を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
一
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
四
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
百
六
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
十

月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

鳴
子
町
に
係
る
農
業
振
興
地
域
を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
二
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
四
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

八
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

三
本
木
町
に
係
る
農
業
振
興
地
域
を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
三
号

　

農
地
中
間
管
理
機
構
公
益
社
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
振
興
公
社
か
ら
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た

の
で
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
一
月
四
日
ま
で
、
次
の

と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り

二　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
四
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五
十
年
宮
城
県
告
示
第
六
百
五

十
九
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海　

岸　

の　

名　

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

三
陸
南
沿

岸　

寺
浜
漁
港

海
岸

寺
浜
地
区

海
岸

　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
ヱ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
直
線
及
び
イ
点
と

ヱ
点
を
結
ん
だ
直
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
Ａ
点 　

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
寺
浜
百
十
四
番
地
内
四
級
基
準

点

イ
点　

基
点
Ａ
点
か
ら
二
五
四
度
〇
〇
分
四
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ロ
点　

イ
点
か
ら
三
〇
七
度
〇
〇
分
一
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
点　

基
点
Ａ
点
か
ら
三
五
三
度
〇
〇
分
三
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
点　

基
点
Ａ
点
か
ら
九
二
度
〇
〇
分
七
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ホ
点　

ヘ
点
か
ら
三
三
五
度
〇
〇
分
二
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヘ
点　

ト
点
か
ら
三
四
六
度
〇
〇
分
三
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト
点　

基
点
Ａ
点
か
ら
九
五
度
三
〇
分
一
四
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ
点　

ト
点
か
ら
一
六
五
度
〇
〇
分
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

リ
点　

チ
点
か
ら
二
二
七
度
〇
〇
分
二
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヌ
点　

リ
点
か
ら
一
六
九
度
〇
〇
分
三
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ル
点　

ヌ
点
か
ら
一
三
五
度
〇
〇
分
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヲ
点　

ル
点
か
ら
一
三
四
度
三
〇
分
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ワ
点　

ヲ
点
か
ら
一
五
三
度
三
〇
分
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ
点　

ワ
点
か
ら
一
九
三
度
〇
〇
分
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヨ
点　

カ
点
か
ら
二
三
六
度
三
〇
分
四
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

タ
点　

ヨ
点
か
ら
二
八
四
度
三
〇
分
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

レ
点　

タ
点
か
ら
二
九
六
度
三
〇
分
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ソ
点　

レ
点
か
ら
三
二
六
度
三
〇
分
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ツ
点　

ソ
点
か
ら
二
六
二
度
〇
〇
分
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ネ
点　

ツ
点
か
ら
二
七
六
度
三
〇
分
一
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

宮　　城　　県　　公　　報（9）　平成28年10月21日　金曜日 第2802号



ナ
点　

ネ
点
か
ら
三
三
五
度
〇
〇
分
二
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ラ
点　

ナ
点
か
ら
三
二
九
度
〇
〇
分
二
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ム
点　

ラ
点
か
ら
二
九
五
度
〇
〇
分
一
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ
点　

ム
点
か
ら
二
八
七
度
三
〇
分
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヰ
点　

ウ
点
か
ら
二
八
二
度
〇
〇
分
一
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ノ
点　

ヰ
点
か
ら
二
八
四
度
三
〇
分
三
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

オ
点　

ノ
点
か
ら
二
七
三
度
〇
〇
分
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ク
点　

オ
点
か
ら
二
五
八
度
〇
〇
分
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヤ
点　

ク
点
か
ら
二
二
〇
度
〇
〇
分
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

マ
点　

ヤ
点
か
ら
一
四
二
度
〇
〇
分
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ケ
点　

マ
点
か
ら
一
八
六
度
〇
〇
分
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

フ
点　

ケ
点
か
ら
二
五
〇
度
三
〇
分
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

コ
点　

フ
点
か
ら
三
一
三
度
三
〇
分
一
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

エ
点　

コ
点
か
ら
三
五
五
度
三
〇
分
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

テ
点　

エ
点
か
ら
四
三
度
〇
〇
分
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ア
点　

テ
点
か
ら
一
三
三
度
三
〇
分
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

サ
点　

ア
点
か
ら
一
四
七
度
〇
〇
分
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

キ
点　

サ
点
か
ら
三
一
度
〇
〇
分
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ユ
点　

キ
点
か
ら
三
〇
度
三
〇
分
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
点　

ユ
点
か
ら
三
五
八
度
〇
〇
分
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ミ
点　

メ
点
か
ら
三
三
〇
度
〇
〇
分
一
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

シ
点　

ミ
点
か
ら
一
四
度
三
〇
分
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヱ
点　

シ
点
か
ら
七
二
度
〇
〇
分
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
五
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海　

岸　

の　

名　

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

三
陸
南
沿

岸　

藤
浜
漁
港

海
岸　

藤
浜
地
区

海
岸　

　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
ノ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
直
線
及
び
イ
点
と

ノ
点
を
結
ん
だ
直
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
Ａ
点 　

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
藤
浜
二
百
五
十
六
番
地
内
四
級
基

準
点

イ
点　

基
点
Ａ
点
か
ら
一
七
二
度
〇
〇
分
二
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ロ
点　

ニ
点
か
ら
一
一
一
度
三
〇
分
五
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
点　

ニ
点
か
ら
六
一
度
三
〇
分
二
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
点　

ホ
点
か
ら
三
五
度
三
〇
分
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ホ
点　

ヘ
点
か
ら
五
四
度
〇
〇
分
二
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヘ
点　

ト
点
か
ら
一
五
二
度
三
〇
分
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト
点　

チ
点
か
ら
六
二
度
三
〇
分
一
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ
点　

リ
点
か
ら
六
二
度
三
〇
分
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

リ
点　

ヌ
点
か
ら
六
七
度
〇
〇
分
一
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヌ
点　

ル
点
か
ら
七
一
度
三
〇
分
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ル
点　

ヲ
点
か
ら
七
一
度
三
〇
分
一
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヲ
点　

ワ
点
か
ら
七
八
度
三
〇
分
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ワ
点　

基
点
Ａ
点
か
ら
三
五
一
度
〇
〇
分
三
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ
点　

ワ
点
か
ら
二
五
二
度
〇
〇
分
二
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヨ
点　

カ
点
か
ら
二
一
二
度
三
〇
分
六
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

タ
点　

ヨ
点
か
ら
一
八
八
度
三
〇
分
四
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

レ
点　

タ
点
か
ら
一
四
九
度
〇
〇
分
三
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ソ
点　

レ
点
か
ら
一
三
七
度
〇
〇
分
一
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ツ
点　

ソ
点
か
ら
九
〇
度
三
〇
分
三
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ネ
点　

ツ
点
か
ら
五
七
度
三
〇
分
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ナ
点　

ネ
点
か
ら
五
二
度
三
〇
分
一
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ラ
点　

ナ
点
か
ら
三
一
度
〇
〇
分
二
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ム
点　

ラ
点
か
ら
七
六
度
三
〇
分
五
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ
点　

ム
点
か
ら
三
四
六
度
三
〇
分
二
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヰ
点　

ラ
点
か
ら
一
九
度
〇
〇
分
二
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ノ
点　

ヨ
点
か
ら
一
〇
二
度
三
〇
分
七
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
六
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海　

岸　

の　

名　

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

三
陸
南
沿

岸

小
鯖
漁
港

海
岸

小
鯖
地
区

海
岸

　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
ク
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
直
線
及
び
イ
点
と

ク
点
を
結
ん
だ
直
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
Ａ
点　

気
仙
沼
市
唐
桑
町
小
鯖
百
八
十
二
番
一
地
内
二
級
基
準
点

イ
点　

基
点
Ａ
点
か
ら
二
四
一
度
三
〇
分
一
四
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ロ
点　

イ
点
か
ら
五
一
度
〇
〇
分
八
五
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
点　

ロ
点
か
ら
三
一
二
度
〇
〇
分
二
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
点　

ハ
点
か
ら
三
三
一
度
〇
〇
分
二
九
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ホ
点　

ニ
点
か
ら
四
五
度
〇
〇
分
二
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヘ
点　

ホ
点
か
ら
六
三
度
〇
〇
分
二
七
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト
点　

ヘ
点
か
ら
九
九
度
〇
〇
分
一
五
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ
点　

ト
点
か
ら
三
一
度
三
〇
分
四
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

リ
点　

チ
点
か
ら
一
二
一
度
〇
〇
分
一
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヌ
点　

リ
点
か
ら
二
五
度
三
〇
分
七
九
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ル
点　

ヌ
点
か
ら
一
七
度
〇
〇
分
二
八
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヲ
点　

ル
点
か
ら
一
〇
八
度
三
〇
分
一
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ワ
点　

ヲ
点
か
ら
二
〇
二
度
三
〇
分
六
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ
点　

ワ
点
か
ら
二
八
七
度
〇
〇
分
三
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヨ
点　

カ
点
か
ら
一
九
五
度
〇
〇
分
二
二
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

タ
点　

ヨ
点
か
ら
二
〇
四
度
三
〇
分
五
五
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

レ
点　

タ
点
か
ら
二
〇
八
度
三
〇
分
二
四
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ソ
点　

レ
点
か
ら
一
一
九
度
〇
〇
分
二
一
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ツ
点　

ソ
点
か
ら
一
五
五
度
〇
〇
分
六
三
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ネ
点　

ツ
点
か
ら
二
一
一
度
三
〇
分
七
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ナ
点　

ネ
点
か
ら
二
四
一
度
三
〇
分
一
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ラ
点　

ナ
点
か
ら
二
七
九
度
〇
〇
分
三
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ム
点　

ラ
点
か
ら
三
一
四
度
〇
〇
分
一
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ
点　

ム
点
か
ら
二
九
九
度
〇
〇
分
二
三
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヰ
点　

ウ
点
か
ら
二
二
一
度
〇
〇
分
三
七
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ノ
点　

ヰ
点
か
ら
二
三
二
度
三
〇
分
六
九
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

オ
点　

ノ
点
か
ら
二
七
〇
度
〇
〇
分
一
六
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ク
点　

オ
点
か
ら
三
〇
二
度
〇
〇
分
一
一
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

宮　　城　　県　　公　　報第2802号　平成28年10月21日　金曜日 （10）



〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
七
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海　

岸　

の　

名　

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

三
陸
南
沿

岸

小
鯖
漁
港

海
岸

小
鯖
地
区

海
岸

　

次
に
掲
げ
る
ヤ
点
か
ら`

ワ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
直
線
及
び
ヤ
点
と

`
ワ
点
を
結
ん
だ
直
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
Ｂ
点　

気
仙
沼
市
唐
桑
町
小
鯖
百
十
六
番
地
内
二
級
基
準
点

ヤ
点　

基
点
Ｂ
点
か
ら
三
二
七
度
〇
〇
分
二
八
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

マ
点　

ヤ
点
か
ら
三
〇
八
度
三
〇
分
七
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ケ
点　

マ
点
か
ら
七
三
度
〇
〇
分
二
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

フ
点　

ケ
点
か
ら
五
二
度
三
〇
分
一
九
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

コ
点　

フ
点
か
ら
九
七
度
〇
〇
分
一
五
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

エ
点　

コ
点
か
ら
八
四
度
〇
〇
分
一
三
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

テ
点　

エ
点
か
ら
七
一
度
〇
〇
分
二
七
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ア
点　

テ
点
か
ら
六
五
度
〇
〇
分
七
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

サ
点　

ア
点
か
ら
三
三
八
度
〇
〇
分
二
二
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

キ
点　

サ
点
か
ら
一
九
度
三
〇
分
二
三
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ユ
点　

キ
点
か
ら
四
六
度
〇
〇
分
一
三
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
点　

ユ
点
か
ら
九
六
度
〇
〇
分
四
六
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ミ
点　

メ
点
か
ら
一
五
七
度
〇
〇
分
一
五
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

シ
点　

ミ
点
か
ら
一
九
度
三
〇
分
五
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヱ
点　

シ
点
か
ら
二
七
度
〇
〇
分
三
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヒ
点　

ヱ
点
か
ら
三
九
度
〇
〇
分
五
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

モ
点　

ヒ
点
か
ら
五
〇
度
〇
〇
分
五
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

セ
点　

モ
点
か
ら
二
三
〇
度
〇
〇
分
三
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ス
点　

セ
点
か
ら
四
五
度
〇
〇
分
七
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ン
点　

ス
点
か
ら
一
四
〇
度
三
〇
分
一
一
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

`

イ
点　

ン
点
か
ら
二
三
〇
度
〇
〇
分
一
七
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

`

ロ
点　

`

イ
点
か
ら
二
〇
〇
度
〇
〇
分
六
一
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

`

ハ
点　

`

ロ
点
か
ら
一
七
五
度
〇
〇
分
二
四
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点
`

ニ
点　

`

ハ
点
か
ら
二
二
二
度
〇
〇
分
五
一
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

`

ホ
点　

`

ニ
点
か
ら
二
七
三
度
〇
〇
分
三
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

`

ヘ
点　

`

ホ
点
か
ら
三
五
七
度
〇
〇
分
二
五
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

`

ト
点　

`

ヘ
点
か
ら
二
一
五
度
〇
〇
分
一
二
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

`

チ
点　

`

ト
点
か
ら
二
三
〇
度
〇
〇
分
一
三
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

`

リ
点　

`

チ
点
か
ら
三
三
四
度
〇
〇
分
一
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

`

ヌ
点　

`

リ
点
か
ら
二
五
〇
度
〇
〇
分
一
四
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

`

ル
点　

`

ヌ
点
か
ら
二
六
二
度
〇
〇
分
一
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

`

ヲ
点　

`

ル
点
か
ら
二
七
五
度
三
〇
分
一
八
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

`

ワ
点　

`

ヲ
点
か
ら
二
三
三
度
〇
〇
分
一
五
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
港
区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域

の
う
ち
漁
港
管
理
者
の
長
で
あ
る
南
三
陸
町
長
が
管
理
を
行
う
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海　

岸　

の　

名　

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

三
陸
南
沿

岸

寺
浜
漁
港

海
岸　

寺
浜
地
区

海
岸　

　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
四
号
に
よ

り
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
本
吉
郡
南
三
陸
町
寺
浜
地
区
の
寺

浜
漁
港
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
寺
浜
漁
港
区
域
に
接
す
る
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
九
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
港
区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域

の
う
ち
漁
港
管
理
者
の
長
で
あ
る
南
三
陸
町
長
が
管
理
を
行
う
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海　

岸　

の　

名　

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

三
陸
南
沿

岸

藤
浜
漁
港

海
岸　

藤
浜
地
区

海
岸　

　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
五
号
に
よ

り
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
本
吉
郡
南
三
陸
町
藤
浜
地
区
の
藤

浜
漁
港
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
藤
浜
漁
港
区
域
に
接
す
る
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
港
区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域

の
う
ち
漁
港
管
理
者
の
長
で
あ
る
宮
城
県
知
事
が
管
理
を
行
う
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海　

岸　

の　

名　

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

三
陸
南
沿

岸

小
鯖
漁
港

海
岸

小
鯖
地
区 

海
岸

　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
六
号
に
よ

り
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
気
仙
沼
市
唐
桑
町
小
鯖
地
区
の
小

鯖
漁
港
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
小
鯖
漁
港
区
域
に
接
す
る
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
一
号

宮　　城　　県　　公　　報（11）　平成28年10月21日　金曜日 第2802号



　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
港
区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域

の
う
ち
漁
港
管
理
者
の
長
で
あ
る
宮
城
県
知
事
が
管
理
を
行
う
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海　

岸　

の　

名　

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

三
陸
南
沿

岸

小
鯖
漁
港

海
岸

小
鯖
地
区 

海
岸

　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
七
号
に
よ

り
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
気
仙
沼
市
唐
桑
町
小
鯖
地
区
の
小

鯖
漁
港
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
小
鯖
漁
港
区
域
に
接
す
る
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

大
島
浪
板
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

気
仙
沼
市
大
浦
三
六
〇
番
地
先
か
ら

同
市
大
浦
二
二
九
番
二
地
先
ま
で

前
Ａ
　

五
・
七
〜

 

六
・
〇

一
四
五
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ａ
後　

　

Ｂ
　

五
・
七
〜

 

六
・
〇

一
四
五
・
〇

　

六
・
〇
〜

 

一
三
・
五

一
四
一
・
八

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
四
六
号

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

登
米
市
東
和
町
米
川
字
飯
土
井
三
九
番
地
先
か
ら

同
市
東
和
町
米
川
字
土
手
前
七
番
三
地
先
ま
で

前

　

六
・
一
〜

 

二
〇
・
八

 

六
九
〇
・
八

後

一
〇
・
六
〜

 

二
三
・
四

 

七
一
八
・
三

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
四
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項

縦
覧
場
所

松
川
の
５

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
松
川
（
次
の
図
の
と
お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
気
仙
沼
土
木

事
務
所

舘
山
二
丁
目

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
舘
山
二
丁
目（
次
の
図
の
と
お
り
）

三
日
町
二
丁

目
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
三
日
町
二
丁
目
（
次
の
図
の
と
お

り
）

砂
浜
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
寄
木
（
次
の
図
の
と

お
り
）

寄
木
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
寄
木
（
次
の
図
の
と

お
り
）

寄
木
沢
２

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
寄
木
（
次
の
図
の
と

お
り
）
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寄
木
沢
３

－

１

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
寄
木
（
次
の
図
の
と

お
り
）

寄
木
沢
３

－

２

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
寄
木
（
次
の
図
の
と

お
り
）

寄
木
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
寄
木
（
次
の
図
の
と

お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
五
号

　

昭
和
五
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
八
号
（
県
立
都
市
公
園
の
設
置
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成

二
十
八
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

表
中
「
、
字
浜
須
賀
松
国
有
林
五
四
六
林
班
ハ１

、
ハ２

、
ニ１

、
ニ２

の
一
部
」
を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
六
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建
築
士
の
免
許
を

取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

免
許
取
消
年
月
日

氏　
　

名

一
級
建
築
士
、
二

級
建
築
士
又
は
木

造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
し
の
理
由

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

米
沢　

行
雄

二
級
建
築
士

第
八
百
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

渡
辺　

一

二
級
建
築
士

第
八
百
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

今
野　

長
三

郎

二
級
建
築
士

第
八
百
三
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

三
品　

林
一

郎

二
級
建
築
士

第
八
百
四
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

若
松　

主
一

郎

二
級
建
築
士

第
八
百
四
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

菅
原　

廣
喜

二
級
建
築
士

第
八
百
八
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

千
葉　

盛

二
級
建
築
士

第
八
百
八
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

須
田　

市
治

二
級
建
築
士

第
八
百
八
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

木
村　

瀧
治

二
級
建
築
士

第
八
百
八
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

藤
田　

喜
市

郎

二
級
建
築
士

第
九
百
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

小
野
寺　

斌

二
級
建
築
士

第
九
百
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

村
上　

夛
吉

二
級
建
築
士

第
九
百
二
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

遊
佐　

萬
寿

二
級
建
築
士

第
九
百
二
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

柴
田　

久
藏

二
級
建
築
士

第
九
百
四
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

柴
田　

今
朝

治

二
級
建
築
士

第
九
百
四
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

渡
辺　

喜
光

二
級
建
築
士

第
九
百
四
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

橋
爪　

勘
次

郎

二
級
建
築
士

第
九
百
五
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

山
田　

清
吉

二
級
建
築
士

第
九
百
六
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

猪
股　

慶
吉

二
級
建
築
士

第
九
百
六
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

門
間　

與
市

二
級
建
築
士

第
九
百
六
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

小
室　

藤
藏

二
級
建
築
士

第
九
百
七
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

佐
瀬　

哲
郎

二
級
建
築
士

第
九
百
八
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

佐
々
木　

清

一

二
級
建
築
士

第
九
百
八
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

日
下　

弥
市

二
級
建
築
士

第
九
百
九
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

渡
辺　

敬
吉

二
級
建
築
士

第
千
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

菅
原　

栄
四

郎

二
級
建
築
士

第
千
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

三
浦　

正
助

二
級
建
築
士

第
千
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

和
泉　

定
吉

二
級
建
築
士

第
千
二
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

千
葉　

專
左

ェ
門

二
級
建
築
士

第
千
五
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

仁
木　

兼
志

二
級
建
築
士

第
千
五
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

石
井　

栄
記

二
級
建
築
士

第
千
五
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

大
河
内　

時

明

二
級
建
築
士

第
千
七
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

峯
岸　

宮
治

二
級
建
築
士

第
千
七
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

瀬
崎　

角
太

郎

二
級
建
築
士

第
千
七
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

斉
藤　

栄
吉

二
級
建
築
士

第
千
百
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

木
村　

寅
雄

二
級
建
築
士

第
千
百
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

庄
司　

虎
之

丞

二
級
建
築
士

第
千
百
二
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

鈴
木　

栄

二
級
建
築
士

第
千
百
二
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

井
上　

一
郎

二
級
建
築
士

第
千
百
三
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

武
藤　

博
治

二
級
建
築
士

第
千
百
三
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

稻
田　

老
之

進

二
級
建
築
士

第
千
百
三
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

渡
辺　

甚
三

郎

二
級
建
築
士

第
千
百
四
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

江
田　

彦
七

二
級
建
築
士

第
千
百
四
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

佐
藤　

豊
吉

二
級
建
築
士

第
千
百
五
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

瀬
戸　

廣
治

二
級
建
築
士

第
千
百
五
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

太
田　

庄
助

二
級
建
築
士

第
千
百
五
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

菅
井　

才
治

二
級
建
築
士

第
千
百
五
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

大
崎　

與
八

二
級
建
築
士

第
千
百
七
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

四
日

村
田　

吉
二

二
級
建
築
士

第
千
百
八
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量　

Ａ
重
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
一
種
一
号
）　

百
七
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
高
校
教
育
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
八
年
九
月
十
六
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

株
式
会
社
気
仙
沼
商
会
仙
台
支
店　

宮
城
県
仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
原
田
一
六
〇

五　

落
札
金
額　

千
百
七
十
三
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
八
年
八
月
十
九
日
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